
(名称)
第1条 本会は、 「ぎふの田舎へいこう!」推進協議会（以下「協議会」という。） と称する。

(目的)
第2条

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

（１）都市農村交流及び移住定住・関係人口増に係る事業の企画運営に関すること
（２）都市農村交流及び移住定住・関係人口増の情報発信に関すること
（３）都市農村交流及び移住定住・関係人口増に係る人材育成や連携強化など受入体制の整備に関

すること
（４）県、市町村等からの受託事業に関すること
（５）その他目的を達成するために必要な事業

(会員等) 　
第4条 協議会は、次の各号に定める会員により構成する。

（１）正会員

① A会員(実践者)
グリーンツーリズム及び農泊実践者　　農林漁業体験施設経営者　　棚田保全組織等

② B会員(支援者) 
市町村　　農林漁業関係団体　　旅行会社等

（２）賛助会員

(役員)
第5条  協議会には、次の役員を置く。

（１）会長　１名
（２）副会長　1名
（３）監事　2名

(役員の職務)
第6条役員の職務は、次のとおりとする。

（１）
（２）
（３）

(発起人)
第7条 協議会は、協議会の目的に賛同する発起人の総意に基づき発足する。

２　発起人は、その互選により発起人幹事を定める。
(設立総会）

第8条 協議会の発足年度は、発起人幹事の招集により、設立総会を開催する。

(総会）
第9条 総会は、正会員をもって構成し、次の各号の事項を議決する。

（１）規約の制定及び改廃に関すること
（２）役員の選任に関すること
（３）事業計画及び予算に関すること
（４）事業報告及び決算に関すること
（５）その他会長が必要と認める事項

監事は、協議会の会計を監査する。

２　設立総会の議長は、第5条第2項に規定する会長が選任されるまで、発起人幹事が務め

２　役員は、第9条に規定する協議会の総会(以下「総会」という。)において会員の
３　役員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。た
だし、再任を妨ない。

４　任期満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任する
まで その職を行う。

会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

協議会は、岐阜県が有する豊かな自然や伝統文化、食、モノなど、全国に誇れる資源を活
かした「ぎふらしい」「ぎふならでは」のグリーンツーリズム及び農泊を展開するため、
県内のグリーン・ツーリズム及び農泊実践者や農林漁業体験施設、農業関係団体、旅行会
社等の交流・連携を深めるとともに、人材育成や情報発信等を協力して実施し、もって岐
阜県の都市農村交流の活性化及び移住定住・関係人口の増加に貢献することを目的とす
る。

協議会の趣旨に賛同し、協議会の活動を推進又は支援するために入会したグリー
ン・ツーリズム及び農泊実践者、市町村等

協議会の趣旨に賛同し、協議会の活動を賛助、後援するために入会した企業、団
２　前項に定める会員等として協議会に入会しようとする者は、入会申込書(様式第
1 号)を会長あてに提出し、会長の承認を得なければならない。ただし、賛助会員に
ついては、その承認を省略することができる。

３　本条第1項に定める会員等が退会を希望するときは、退会届(様式第2号)を会長
あてに提出しなければならない。

「ぎふの田舎へいこう!」推進協議会規約

２　総会は、会長が招集する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。



第１０条

(幹事会)
第１１条 協議会の主要事業を検討し、円滑な運営を図るため協議会に幹事会を置く。

２　幹事は、第1 3条第3項に規定する事務局長及び会長が指名したものとする。
３　幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって組織する。
４　幹事会は、必要に応じ会長が招集する。

６　会長は、事業の推進に必要な者を招へいし、意見を聴くことができる。
７　幹事会は、次の各号の事項を審議する
（１）総会に付議すべき事項に関すること
（２）総会の議決した事項の執行に関すること
（３）その他協議会の運営に関し、会長が必要と認める事項
８　幹事の任期は2年とするが、再任は妨げない

(会計)
第1 2条 協議会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てるものとする。

２　会員は、次のとおり会費を納入するものとする。
（１）正会員

① A会員(実践者)　　年額 3,000円
② B会員(支援者)　市町村　　年額30,000円
③ B会員(支援者)　旅行会社等　　年額10,000円/口
④ B会員(支援者)　農業関係団体　　 年額10,000円/口

（２）賛助会員     年額1,000円/口           
＊ただし、 団体、法人の場合は1 0ロ以上とする

(事務局)
第1 3条 協議会の事務及び会計を処理するため、協議会に事務局を置く。

３　協議会の庶務は、事務局長が総括し、処理する。
４　事務局の任期は2年とするが、再任を妨げない。
５　その他、事務局について必要な事項は、事務局長が別に定める。

(オブザーバー)
第1 4条 協議会は、オブザーバーを置くことができる。

２　前項のオブザーバーは、会長が指名したもの及び岐阜県とする。

(雑則) 第1 5条

(附則)

５　総会は、正会員の総数の過半数の出席(委任状・代理出席を含む。)をもって成立し、
議事は出席者の過半数をもって決する。なお、賛否同数の場合は、議長の決するところに
よる。

会長は緊急を要する事項である場合又は軽微な事項である場合には総会の議決すべき事項
を専決処分することができる。

1　この規約は、平成29年5月16日から施行する。
2　協議会設立時の役員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、選任された日から平成3 1年3月3 1日までとする。
3　協議会設立時の幹事の任期は、第1 1条第8項の規定にかかわらず、指名された日から平成3 1年3月3 1日までとする。
4　協議会設立時の事務局の任期は、第1 3条第5項の規定にかかわらず、選任された日から平成3 1年3月3 1日までとする。
5　協議会設立時の会計年度は、第1 2条第3項の規定にかかわらす、施行の日から平成3 0年3月3 1日までとする。
6　令和5年4月26日一部改正。

２　会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会において報告しなけ
ればならない。

５　幹事会の議長は会長が務める。ただし、会長が欠席の場合は、副会長が議長を務める

本規約に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

３　総会は、原則として年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開
催することができる。

４　総会の議長は会長が務める。ただし、会長が欠席の場合は、副会長が議長を務める。

５　会計年度の途中に入会する場合においても、本条第2項に定められた会費を全額納入
しなければならない。

６　第4条第3項の規定により年度途中で退会した場合は、既に納入された会費は返還しな
いものとする。

２　協議会は、業務の適正な執行のため事務局に事務局長を置く。なお、事務局長は事務
局の中から会長が指名する。

３　会長は、必要に応じて、協議会の活動方針に関し助言を求めるため、総会及び幹事会
にオブザーバーを招へいすることができる。

４　会費は、協議会が指定する金融機関への振込、若しくは事務局への現金持参の方法に
より納入しなければならない。

３　協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月3 1日までとし、会員は前項に定められ
た会費を、会長が別に指定した日までに納入しなければならない。

(専決処分)


